
●専用使用協力金表●

9時以前の 9時～ 13時～ 18時～ 21時以降の 9時～

利用区分

2,250会　　　議　　　室 250 500 750 1,000 500

10,580 71,420

営利目的 13,220 39,680 59,470 79,380 26,460 178,530

入場料を
徴収する
場 合

非営利 5,290 15,870 23,800 31,750

18,900 6,300 42,450

営利目的 7,930 23,800 35,650 47,620 15,870 107,070

8,310 11,080 3,640 24,930

そ の 他 の

入場料を
徴収しな
い 場 合

非営利 3,140 9,440 14,110

6,790

ス ポ ー ツ

入場料を
徴収する
場 合

幼･小中高生 1,260 3,900 5,790 7,810 2,520 17,500

1,630 2,260 750 5,010

大学･一般 500 1,510 2,260 3,020 1,000

競
　
　
　
技
　
　
　
場

アマチュア

入場料を
徴収しな
い 場 合

幼･小中高生 370 1,120

大学･一般 1,760 5,540

催 物

全　　日

時間単価 12時 17時 21時 時間単価 21時

時間区分 早　 朝 午　　前 午　　後 夜　　間 深　　夜


